【仕様書】
甲州市地域医療体制整備支援業務委託仕様書

１．業務名称　　甲州市地域医療体制整備支援業務

２．趣旨
　　本仕様書は、甲州市（以下「市」という。）が委託する甲州市地域医療体制整備支援業務（以下「本業務」という。）に関して必要な事項を定めるとともに、受託者が履行しなければならない事項を定めるものである。

　３．業務目的
　　市では、令和元年度に策定した「地域医療体制基本計画」に基づき持続可能な地域医療体制を確保するため公立病院の経営強化に努めている。当該計画は令和9年度までの計画期間となっており、今後の計画改定に向け、2045年には、高齢化率が50％を超える見込みであるなど、少子高齢化社会が急速に進み、在宅医療のニーズが急増していくことが予測される中、市民が安心して医療を受けられる環境整備を継続して検討するため、公的医療機関の経営の実態と課題を把握するとともに、地域における役割と機能を明らかにし、市民に対し地域医療体制の将来像を示していく。

　４．委託期間　　契約締結日翌日から令和9年3月26日までとする。

　５．業務内容　
本業務は、市における将来を見据えたあるべき地域医療体制の構築を目的に、甲州市立勝沼病院（以下「勝沼病院」という。）及び甲州市大藤診療所（以下「大藤診療所」という。）を取り巻く医療機能および経営環境の状況を整理し、勝沼病院、大藤診療所にとってふさわしい事業形態や運営体制、医療機能についての検討に資する分析、提言を行う。また、地域医療体制の強化に向け、大藤診療所における在宅医療の機能強化のための提案や地域連携事業に関する支援を行う。更には、このような強化を目指す地域医療に関して、市民の理解促進のために実施する市民懇談会の開催について、資料提供等を行う。
業務内容は、大きく以下についての支援業務とする。

（１）勝沼病院及び大藤診療所の経営診断業務
・甲州市地域医療体制基本計画（甲州市立勝沼病院経営強化プラン）に基づく取組状況の検証を行うこと
・各医療機関が抱える課題の整理および改善方策の提案を行うこと

（２）勝沼病院及び大藤診療所における今後の医療体制の方向性に係る検討業務
・15年程度先（2040年～2045年）を見据えた勝沼病院及び大藤診療所の医療体制の方向性として、事業形態、運営体制、医療機能について分析・提案を行うこと
・医療体制の分析・提案にあたり、以下の内容を実施すること
①周辺地域の外部環境分析
②不足機能の明確化
③運営主体に関する整理

（３）地域医療を考える市民懇談会（以下「市民懇談会」という。）及び甲州市地域医療体制審議会（以下「審議会」という。）に係る支援業務
・在宅医療や医療との付き合い方に関する啓発、地域医療体制の具体的な将来像など、市民の意見徴収の場として、令和8年度中に市が開催する市民懇談会への説明資料の作成支援を行うこと。また、市の附属機関として設置している審議会への参加及び説明資料の作成支援を行うこと

（４）「甲州市高齢者を地域でみるための連携会議」の開催に係る支援業務
・契約締結以降に甲州市が実施する「甲州市高齢者を地域でみるための連携会議」への参加及び適宜情報提供を行うこと

（５）大藤診療所における在宅医療の実施運営に係る支援業務
・大藤診療所が担うべき在宅医療の機能の更なる強化に向けて、課題の整理及び適宜支援を行うこと

６．成果品　
成果品は次のとおりとし、委託者の求めに応じて適宜提出する。なお、提出部数は特別に指示のない場合は、紙面によるもの3部及び電子データとする。
①　５（１）勝沼病院及び大藤診療所の経営診断業務に規定する調査分析結果報告書
②　５（２）勝沼病院及び大藤診療所における今後の医療体制の方向性に係る検討業務に
規定する調査分析業務報告書
③　５（３）市民懇談会及び審議会に係る支援業務に規定する説明資料一式
④　５（５）大藤診療所における在宅医療の実施運営に係る支援業務に規定する資料一式

７．その他
（1） 受託者は本業務の履行にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。
（２）本業務に伴う必要な経費は、仕様書に明記のないものであっても原則として受託者の負担とする。
（３）業務遂行に当たっては、市担当者との定期的な協議を行い、進捗状況を報告すること。
（４）本業務により得られた成果品及び資料、情報等は、委託者の許可なく他に公表、貸与、使用、複写、漏洩をしてはならない。
（５）個人情報の保護に十分配慮し、必要に応じて匿名化処理を施し、流出又は損失が生じないよう徹底すること。
（６）受託者は、本業務中に生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故状況等を速やかに委託者に報告し、最善の処置を行わなければならない。また、損害賠償の請求があった場合には、受託者が自己の責任において一切を処理するものとする。
（７）成果品の管理及び権利の帰属はホームページ掲載も含め、全て委託者のものとし、委託者が承諾した場合を除き、受託者は成果品を公表してはならない。

（８）本業務の全部を一括して第三者に再委託することは認めない。なお、本業務の一部の再委託については、市の承諾を得ることとする。
（９）本仕様に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、委託者と別途協議すること。

８．問い合わせ先
　　甲州市役所健康増進課　健康企画・地域医療担当（担当　樋口、矢﨑）
　　〒404-8501　甲州市塩山上於曽1085番地1
　　TEL：0553-32-5014（直通）　
FAX：0553-32-3072
　　E-mail：kenkouzoushin@city.koshu.lg.jp
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